
八郎潟町教育委員会会議録 

令和６年第９回定例会 

 

１．日  時  令和６年９月２５日（水） 午後１時３０分開会から午後２時００分閉会 

 

２．場  所  八郎潟町役場３階第１委員会室 

 

３．出席委員  委員 小玉美穂子  委員 伊藤雅弘  委員 佐藤直俊 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．委員以外の出席者 

      教 育 長 伊藤 暢  課  長 齊藤嘉生  主席課長補佐 渡部祐一郎 

      課長補佐 鎌田憲明  課長補佐 伊藤良子  係  長 伊藤洋平 

 

６．議  題 

  報告事項 １ ９月定例会の質問と答弁について 

  報告事項 ２ 一般会計補正予算（第３号）について 

  報告事項 ３ 男鹿潟上南秋田郡中学校秋季大会の結果について 

 

◎開 会 

 午後１時３０分、齊藤課長より開会が宣言され、伊藤教育長が挨拶をした。 

 

◎前回会議録の承認 

伊藤教育長より前回会議録について、委員に意見が求められた。 

 

 委員から加筆修正等の意見なしにより承認。 

 

◎会議録署名員の指名 

 伊藤教育長が、会議録署名員に佐藤委員を指名した。 

 

◎教育長行事報告 

 伊藤教育長が８月２２日から９月２５日までの行事報告をしたあと、委員に質問等が求

められた。 

 小玉委員より「９月６日開催の町敬老式について、対象年齢でないと参加できないので淋



しい思いをしている高齢者の方がいることを、担当課に伝えてほしい」という意見があり、

齊藤課長が「担当課に伝える」と答弁をした。 

 小玉委員より「県外で小学生のプールの事故があったが、その後、プールの利用者は減少

したか。県外の教育委員会では、プールの授業を中止したところもあったようだ」との質問

があり、齊藤課長が「今年の集計はまだ終わっておらず、その時期とまだ比較はしていない。

本町では事故の関係では中止をしておらず、猛暑日の熱中症アラートによりプールの利用

を４時間ほど中止した。」と答弁をした。また、伊藤教育長が「県外の教育委員会では、事

故原因がはっきりしないので、利用の中止をしたと思う」との答弁をした。 

 

その他委員からの質問等なし 

  

◎報告事項１ ９月定例会の質問と答弁について 

 伊藤教育長が報告事項１について説明 

 

 伊藤委員より「スポットクーラーというのは、中学校の文化祭の時に設置されていたもの

か。四隅にあった方が良いと思うが」との質問があり、伊藤教育長が「文化祭の時に設置さ

れていたもので、丸い筒状のものから冷気が出てくる。来年度予算要求をして６台にしたい。

移動式のため他の場所でも使用できるので、使用の際は学校に連絡していただきたい」との

答弁をした。 

 

 委員から質問等なし   

  

◎報告事項２ 一般会計補正予算（第３号）について 

 伊藤教育長が報告事項２について、事務局に説明を求めた。 

 

 齊藤課長より説明 

 

 委員から質問等なし 

 

◎報告事項 ３ 男鹿潟上南秋田郡中学校秋季体育大会の結果について 

 伊藤教育長が報告事項３について、事務局に説明を求めた。 

 

 渡部主席課長補佐より説明 

 

 委員から質問等なし 

 



◎その他 

 伊藤教育長が次回の教育委員会日程について、事務局に説明を求めた。 

 

 渡部主席課長補佐より説明 

 

伊藤教育長が、今後の委員会の動き等について説明後、委員に質問等が求められた。 

 

伊藤委員より「志田選手の幟旗を、まだ商店街に設置している店舗がある。この幟旗は時

期を見て撤去したほうが良いと思う」との意見があり、齊藤課長が「各商店街には撤去の要

請をしているが、まだ設置している店舗もあるので、判断を店舗に委ねている」との答弁を

した。 

 

伊藤教育長より「志田選手の町民栄誉章顕彰式は１０月２３日、パレードと報告会は翌日

の２４日予定されている」との報告があり、齊藤課長が「顕彰式は午後４時か午後５時の開

会となる予定。委員の皆様は定例会終了後、会場に移動していただく」と補足した。 

 

伊藤委員より「電子黒板が効率よく使用されていた。今後、台数を増やすのか」との質問

があり、齊藤課長が「現在６台ある。今のところ増やす計画はない」との答弁をした。伊藤

委員から「高額であるが、各学級に備え付け、移動してホールや体育館でも使用できれば良

いと思う。様々な機器を使いこなしながら、進めていくことが効率的と感じた」との感想が

あった。伊藤教育長は「来年度は、システムの総入れ替えがある。かなりの予算要求額にな

るが、できるだけ学校の要望に応えていきたい」との答弁をした。 

 

 以上、委員から質問意見等なし 


